
静岡県人事委員会は、静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

の一部を改正する規則をここに公布する｡ 

  令和４年６月24日 

静岡県人事委員会委員長  小 川 良 昭 

静岡県人事委員会規則14－193 

   静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する

規則 

静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（静岡県人事委員会規

則14－２）の一部を次のように改正する｡ 

改正前 改正後 

別表 

１～28 （略） 

29 養護老人ホームとよおか管理組合 

機関 職 

養護老人

ホームと

よおか 

管理課長 

30～32 （略） 

別表 

１～28 （略） 

 

  

  

 29～31 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である｡ 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する｡ 


